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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第７区分
【発行日】平成20年9月4日(2008.9.4)

【公開番号】特開2007-22800(P2007-22800A)
【公開日】平成19年2月1日(2007.2.1)
【年通号数】公開・登録公報2007-004
【出願番号】特願2005-211863(P2005-211863)
【国際特許分類】
   Ｂ６５Ｈ  45/24     (2006.01)
   Ｂ６５Ｈ  37/04     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ  15/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６５Ｈ  45/24    　　　Ｅ
   Ｂ６５Ｈ  37/04    　　　Ｄ
   Ｇ０３Ｇ  15/00    ５３４　

【手続補正書】
【提出日】平成20年7月18日(2008.7.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を形成するプリンタ部と画像を読み取るリーダ部との間に形成される空間にシート
を排出可能なシート処理装置において、
　前記空間のシート搬送方向上流側に配置されてシートの上流側部分を支持する処理トレ
イ手段と、
　前記処理トレイ手段に供給されたシートを重ね合わせて、前記処理トレイ手段に支持さ
せてシート束を形成する第１処理手段と、
　前記空間内を昇降可能に配置されて、前記処理トレイ手段に支持させたシート束の前記
空間に位置する部分に対して所定の処理を行う第２処理手段と、を備え、
　前記第２処理手段は、シート束の所定の折り線を中綴じ処理する中綴じ手段と、シート
束を前記折り線で束折り処理する束折り手段と、の少なくとも一方を有することを特徴と
するシート処理装置。
【請求項２】
　前記処理トレイ手段の上流側に配置されて前記処理トレイ手段に支持されたシートの端
部を挟持する挟持手段と、
　前記処理トレイ手段上のシートに当接して前記挟持手段へ向かって搬送する搬送手段と
、
　前記処理トレイ手段に供給されたシートを前記搬送手段により搬送して前記挟持手段に
より挟持させる操作を繰り返して、前記処理トレイ手段に支持させてシート束を形成する
制御手段と、を備えることを特徴とする請求項１記載のシート処理装置。
【請求項３】
　前記処理トレイ手段に支持させたシート束を前記処理トレイ手段に沿って下流側へ移動
して前記処理トレイ手段から排出させる排出手段と、
　前記処理トレイ手段に支持させたシート束を前記排出手段により移動させて前記第２処
理手段に位置決める制御手段と、を備えることを特徴とする請求項１または２記載のシー
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ト処理装置。
【請求項４】
　前記空間を昇降してシート束が積載される積載トレイ手段と、
　シート束の前記処理トレイ手段に支持された部分に対して前記第２処理手段とは異なる
別の処理を行う別の処理手段と、を備え、
　前記制御手段は、前記別の処理が選択されると、シート束の前記処理トレイ手段に支持
されない部分を支持する高さ位置へ前記積載トレイ手段を昇降移動させることを特徴とす
る請求項２または３記載のシート処理装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記第２処理手段を用いる処理が選択されると、シート束の前記処理
トレイ手段に支持されない部分を支持する高さ位置へ前記第２処理手段を昇降移動させる
ことを特徴とする請求項４記載のシート処理装置。
【請求項６】
　前記第２処理手段は、その上面にシート積載面が形成されて前記積載トレイ手段を兼ね
ていることを特徴とする請求項４または５記載のシート処理装置。
【請求項７】
　前記第２処理手段は、前記積載トレイ手段の下面に着脱可能であることを特徴とする請
求項６記載のシート処理装置。
【請求項８】
　前記第２処理手段は、昇降の駆動力を発生する昇降装置を内蔵して前記昇降経路に着脱
可能であることを特徴とする請求項４乃至７いずれか１項記載のシート処理装置。
【請求項９】
　前記積載トレイ手段は複数の積載手段を備え、
　前記第２処理手段は、その下方に位置させた前記積載手段に対して前記第２処理手段を
用いる処理を行ったシート束を排出して積載させることを特徴とする請求項４乃至８いず
れか１項記載のシート処理装置。
【請求項１０】
　シートに画像を形成する画像形成手段と、
　前記画像形成手段により画像を形成されたシートを処理する処理手段と、を備えた画像
形成装置において、
　前記処理手段を、請求項１乃至９いずれか１項記載のシート処理装置としたことを特徴
とする画像形成装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明のシート処理装置は、画像を形成するプリンタ部と画像を読み取るリーダ部との
間に形成される空間にシートを排出可能なシート処理装置において、前記空間のシート搬
送方向上流側に配置されてシートの上流側部分を支持する処理トレイ手段と、前記処理ト
レイ手段に供給されたシートを重ね合わせて、前記処理トレイ手段に支持させてシート束
を形成する第１処理手段と、前記空間内を昇降可能に配置されて、前記処理トレイ手段に
支持させたシート束の前記空間に位置する部分に対して所定の処理を行う第２処理手段と
を備え、前記第２処理手段は、シート束の所定の折り線を中綴じ処理する中綴じ手段と、
シート束を前記折り線で束折り処理する束折り手段と、の少なくとも一方を有するもので
ある。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　ここで、シート束を積載される位置へ昇降して移動する積載トレイ手段を備え、前記第
２処理手段は、前記積載トレイ手段の昇降経路に沿って移動可能である場合、前記中綴じ
処理及び前記束折り処理を行う場合には、前記処理トレイ手段へ１枚目のシートを供給す
る前に、前記積載トレイ手段を前記第２処理手段に交替させることが好ましい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明のシート処理装置では、第２処理手段を移動して処理トレイ手段に連続させた状
態で、処理トレイ手段から第２処理手段側へシート束を移動させて、中綴じ処理と束折り
処理とを含むいわゆる製本処理を行う。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　プリンタ部とリーダ部との間に形成される空間に積載トレイ手段と第２処理手段とを昇
降可能に配置する場合、処理トレイ手段と連結される高さ位置へ位置決められた積載トレ
イ手段を退避させて第２処理手段をその高さ位置へ位置決める操作だけで、積載トレイ手
段を用いた処理を、第２処理手段を用いた所定の処理へと変更できる。所定の処理が終了
したら、第２処理手段を退避させて積載トレイ手段をその高さ位置へ位置決めるだけで積
載トレイ手段を用いた処理に戻すことが可能である。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　本実施形態のシート処理装置４００は、空間である例えば胴内空間ＳＰＵ、積載トレイ
手段である例えばスタックトレイ４２１、４２２、処理トレイ手段である例えば処理トレ
イ４１０、挟持手段である例えばシートクランプ部材４１２、排出手段である例えばシー
ト束排出部材４１３、第２処理手段である例えばサドルユニット６００、制御手段である
例えばＣＰＵ１００、搬送手段である例えばオフセットローラ４０７を備え、また、第１
処理手段として、例えば束形成手段である例えばシートクランプ部材４１２、オフセット
ローラ４０７を備えている。
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